
資料 ４－１

新・構造改革特区について ～明日の日本を支える大都市戦略～ 

 

 成長著しい南・東アジア地域等との国際的な都市間競争のなか、日本を支え

る大都市の活力を増進するため、従来の都市再生緊急整備地域の中から、特に、

これからの都市戦略上重要となる地区を「成長戦略拠点特区」に位置づけ、都

市計画や構造改革特区制度などによる規制緩和に加え、国税の減免など総合的

な優遇措置を実施し、これからの日本を牽引する戦略拠点の形成をめざす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■成長戦略拠点特区のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成長戦略拠点特区 経済特区（租税措置） 

規制緩和 

金融支援特区 

・法人税など国税・地方税の減免 

・道路占用料の免除 

 など 

将来の大阪を支える戦略的

拠点を「成長戦略拠点特区」

に位置づける。 

夢洲・咲洲地区 大阪駅周辺地区 

・無利子、低利子貸付 

・政府保証による資金調達 

 など 

・都市計画法に基づく規制緩和 

・構造改革特区に基づく規制緩和 

（別紙参照） 

など 

成長戦略拠点は、従来の都

市再生緊急整備地域の中

から、 

① エリアを限定 

② 総合的な特区制度を 

創設 

③ 各種手続きを簡素化 

する。 

都市再生緊急整備地域 


